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38 ト ワイライ トスクール運営主体の公寡

(1)公 募方針の公表日

平成21年 11月 17日

(2)公 募にかかるスケジユール

区  分 時  期

募集要項の配布 平成 21年 12月 9日 から 12月 22日 まで

/

募集説明兼施設見学会 平成 21年 12月 16日

質問の受付 平成 21年 12月 9日 から 12月 18日まで

応募書類の受付

(応募表明)

停 業計画等提案)

平成 21年 12月 24日から平成 22年 1月 8日 まで

平成 21年 12月 24日から平成 22年 1月 15日まで

選定委員会の開催
(第1回)平 成 22年 1月 25日

(第2回 )平 成 22年 2月 13日

選定結果の公表 平成 22年 2月 23日

(3)選 定委員

区 分 職 氏  名

会 長 松本 一 彦 子どでも青少年局子ども未来部長

委 員 中野 靖 彦 愛知淑徳大学教授

委 員 小野田 誓 公認会計士

委 員 清水 敬 介  名 古屋市立小中学校PTA協 議会副会長

委 員 大西 准 子  名 古屋市立小中学校 PTA協 議会常任理事

委 員 加藤 文 雄 名古屋市立旭丘小学校長

委 員 教育委員会事務局生涯学習部長堀崎 亘

/
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(4)応 募団体

区  分 応募校数

市民フォーラム 21・

N P Oセ ンター と

の関係

株式会社

ケイ ・アカデミー

(平成 9年 10月 30日 設立)

校

4

財団法人

名古屋市教育スポーツ振興事業団

(昭和 58年 10月  1日 設立)

246

特定非営利活動法人

こどもNPO

(平成 13年  4月 10日 設立)

1
応募団体の理事が、

評議員

特定非営利活動法人

教育支援協会東海

(平成 20年 10月 17日 設立)

1 6

一般社団法人

地域社会活性化推進協議会

(平成 22年  1月  6日 設立)

114
応募団体の理事が、

評議員

特定非営利活動法人 イ

介護サービスさくら
｀

(平成 12年  8月 21日 設立)

1
応募団体の理事長

が、評議員

特定非営利活動法人

子育て支援の NPOま めっこ

(平成 12年  2月  2日 設立)

注 :特定非営利活動法人市民フォーラム21・ NPOセ ンターとの関係につい

ては、平成22年 3月 10日 現在における同団体ウェブサイトにおいて役

員紹介に掲載されているもの
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(5)評 価基準

区 分

経営理念、財
務状況 (10点)

項  目 評 価 の 視 点

財政基盤が安定し、健全な運営が行われているか

放課後子ども施策の実績があるか

基本理念 ・運
営方針

(10点)

事業趣旨を理解し、明確かつ適切な基本理念を有し

凍塞ダ 1学校 ・地域との連携を重視した方針を持っ

享ど亀楚ちの育みに適切に関わるという意欲が感じ

られるか

運営スタッフ

体制
(15点)

採用、配置の考え

方、役割分担

事業の運営に適切な人材を確保するとともに、適切

な配置により円滑な運営が図れるか

運営スタッフのシフ

ト・ローテーシヨ

ン、運営スタッフ採

用計画

事業を円滑に実施できる体制となっているか

具体的な採用計画を持っているか

運営スタッフの研修

計画

スタッフの役割を理解し、資質向上のための方策が

具体的に考えられているか

活動 ・取組み
(35点)

安全管理及び

緊急時対応
(10点)

遊び、学び、体験、

交流の視点
率客途子駅亀経務春委習曾岱ことた亀窃悉昌嚢寄占
となっているか

地域団体、地域住民
との連携 ・交流

地域団体 ・

れているか

地域住民て。

るか

地域住民と連携

地域ボランテイ

・交流策が適切に考えら

アの活用が考えられてい

配慮を要する児童の

受入れ  ノ
・実現可能で有効な提案か

環境への配慮
環境への負荷軽減に配慮するとともに、児童への適

切な指導策が考えられているか

児童に対する安全管
理、事改の防止及び
事改発生時等緊急時
の対応、感染症等の

防止策

児童の視点に立った、安全管理が考えられているか

施設保守、体制の整備、運営スタラフの意識啓発等

の実施を適切に考えているか
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区 分 項  目 評 価 の 視 点

事務関係等
(5点)

情報保護及び公開 適切な管理体制が出来ているか

利用者等からの苦1青
処理対応

・迅速な対応が可能か

その他の事務関係
円滑な事業実施を行うため、事務管理について適正
に行 うよう考えられているか

経理関係
(10点)

事業経費積算の考え
方、委託料積算調書
の額

・体制や事業内容に見合った積算か

経理事務 ・適正な経理事務、金銭会計事務が確保できるか

預かり金の徴収の考
え方及び徴収 ・管理
方法

内容、保護者負担は妥当か
適正な経理事務、金銭会計事務が確保できるか

関係機関等と
の連絡 ・連携

6点 )

保護者、学校、地
域、本市との連絡 ・

連携

関係を良好に保ち、運営に反映できる対応が考えら
れているか

評 価 の 視 点

応募校毎の活
動・取組み

(20点)

(学区部会意
見)

<部 会員における評価ポイント>

①趣旨の理解
②4つのバランス、地域連携・交流の具体性、実現可能
性

③年間計画の具体性、実現可能性
④ l日プログラム案の具体性、子どもの視点に立った

工夫
)保護者との信頼関係構築への有効性、具体性、実現
可能性

⑥学校との連携の具体性、実現可能性
②運営指導者の採用の考え方、地域協力員及び体験活
動講師の確保策の適切性
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(6)採 点結果

区 分 応 募 団 体

評価項目

(貝オ)
名古屋市
教育ス
ポーツ振
興事業回

A B C D E l F

経営理念 ・財務状況
(10点)

ｎ

ｖ

父

Ｕ

父

Ｕ 4.3
７
１

民
Ｊ

７
！

７
１

７
！

基本理念/・運営方針
(10点)

ｎ

Ｊ

ｎ
Ｕ

０
０ 4.9

０
０

０
０

７
１

ｎ
Ｕ

０
０

７
！

運営スタッフ体制
(1 5点)

９
０

９
０ 10.7

０

０ 10.3
ｎ
Ｊ

ｎ
υ

ｎ
Ｊ

ｎ
Ｊ

活動 ・取組み
(35点)

28,4 28,7 16.4 27.4 24.0 25.7 2017

安全管理及び緊急時対応
(10点)

食
Ｕ

０
０

ｎ
ｕ

０
０

７
１

Ｒ
Ｕ

父
Ｕ

食
Ｕ 6.9 7,4

９

０
父
Ｕ

事務関係等
(5点)

4.4 4.0
力
々

９
ち

父
Ｕ

９
０

９

０

７
‘

９
０

７
１

９
ち

経理関係
(1 0点)

ｒ
ｕ

０
０

ワ
ー 5.4

７
ｔ

食
Ｕ

食
Ｕ 7.4

９
０

食
Ｕ

関係機関等との連絡 ・連携
(5点)

4.4
ｎ
Ｕ

刀
生 2.4 4.0 3.4

ａ
Ｕ

９
０

Ｏ
Ｄ

計 86.0 77. 1 49.7 73.9 67.1 70。9 63.9

区 分 応 募 団 体

評価項目

(財)
名古屋市
教育ス
ポ■ツ振
興事業団

A B C D E F

応募校毎の活動・取組み
(20点)

(学区部会意見)

ｎ
ｕ

Ｏ
と

注 :1 各 評価項目ごとに小数第 2位 を四捨五入し、小数第 1位で表示したため、評価項

目の計が一致しない場合がある

注:2会塚警寛嚢縄を逐蜜党7ぢ子蕉基森そ
~ルについては、学区部会を設置し、学区部
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(7)選 定経過及び主な意見

ア 選 定経過

区 分 日時 ・会場 出席者 内 容

第 1 回

平成 22年 1月 25日

13時～17時 48分

伏見 ライフプラザ

選定委員

7名

会長選任

会議の非公開の決定

運営主体候補者選定基準

学区部会承認

選定委員

7名

学区部会員

22名

(7学 区)

・プレゼンテーション及び

ヒアリング審査

第 2 回

平成 22年 2月 13日

14時 30分 ～ 17時

鶴舞中央図書館会議室

選定委員

7名

・第 1次 評定

。第 2次 評定

・最終評定

一―- 46 -― 一



イ 主 な意見

(財務状況)

・財務状況の視点は、健全な運営ができるか、少なくとも4年 間は安定して

運営できるかという点に留意すべき。

(第1次評定)

/・1校だけ応募している団体と、多数の学校に応募している団体をどう評価

するかが難しかったが、地域の意見が反映できることも考慮して評価した。

現在の運営団体も幅広く時代に合わせて進化してほしいと思う。

。新たな応募団体はいろいろな計画を持っており、従来にない取組みが期待

できると現状に不満を持っている学区もあると思うので、現在の運営団体

も新たな取組みを行つていく必要がある。

・提案書類やプレゼンテTシ ョンでは全体としてよい内容が多く、現在の運

営団体が有利だとは思わない。ただ、4年 間の運営ということを考慮する

必要もある。学校ごとに事情は異なるので、特定の1校だけということな

らよいが、二気に100校 以上も本当に運営できるのか、地域性を考えら

れるのかが′心配である。

・公募のもともとの趣旨は民間活力の導入であると思 うが、選択肢が少なか

った。市が指導監督しながら、f度 新たな団体に運営してもらえば競争性

が出てよいのではないかとも思うが、二方で地域によって差が出ることに

より、参加する子どもたちが混乱しないかという心配もある。

・民間と公の役割を考える必要はある。子どもにとっては待ったなしであり、

子どもが犠牲になってはいけない。審査を通してNPOも 頑張っていると

いうことが伝わった。この事業は地域と連携できなければうまくいかない

が、地域に根ざした活動団体なら、地域の理解や合意があれば運営主体と

してやってもらえばよい。
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・1校のみの応募と全校の応募があるなかで、団体として評価するのは難し

い。 1校 のみであれば地域に根ざした活動がしっかりできる団体もあると

思うが、団体のトータルの力として評価すると差が出てしまう。

・トワイライ トスクールの公募についてどのような評価手法が良いかは、事

業のあり方も含め今後も検討が必要であると考えている。

(第2次評定)

・市の決定に一任するという1学 区については、意見表明なしとみなし加点

しない。

・意見表明の理由には様々なものがあり、 ト ヮィライ トスクールにおける実

績などに触れている学区もあるもその取扱いについても検討が必要。

。一番素直な 「安定」という理由などをどうみるかであるが、意見表明には

地域や保護者のいろいろな意見が集約されていると

・意見表明がまとまるまでには、学区でさまざまな議論がなされていると考

える。

・学区として実績がない団体を心配するのは当然であるが、意見表明にあた

つてはきちんと比較はしているはず。各学区部会の意見表明は同じように

評価すべきである。

・学区部会として提出された結果は尊重すべき。文言の書きぶりで判断する

のはよくない。

・選定基準に基づき、 124学 区の加算点は同じ取扱いとする。

(最終評定)

・複数応募団体が競合した125校 については、運営主体の候補者の優先順

位を付けるが、合計点が最低基準の5害J未満の候補者の順位付けは行わな

い 。

!  す 4 8 -



(8)プ レゼンテTシ ョンの主な内容

区 分 主 な 内 容

株式会社
ケイ・アカデミー ①法人概要の説明

財団法人 /
名古屋市教育スポ
ーツ振興事業団

名古屋市トワイライトスクエル事業提案について

○歴史と実績
○トワイライトスクール運営についての事業国の理念

○基本的な生活習慣の確立 (学習習慣の指導)
①トワイライトスクール事業における運営スタッフ体制
○豊富な体験活動プログラムの提供   !
○新たな交流活動
○地域の特色を活かした活動
○安心・安全
①保護者・地域 ・学校との緊密な連携

特定非営利活動法人
こどもNPO

トワイライトスクール運営にむけて
○特定非営利活動法人こどもNPO
Oピ ンポンハウス
○乳空椙桜9キ岳盛層缶章どもたちを対象にした事業と子どもの

居場所づくり                !

p摯 ぞ繰分患父宰痔を持うた地域住民の方にご協力いただき

○地域塀医奮奮驚需香岳F催ぃのみ池プレTパーク
8霧肇綾脊誓所尋繁埜電性子どもの発達を保障するために

特定非営利活動法人

教育支援協会東海

ONPO教 育支援協会の活動
○全国教育支援協会ネットワーク
○教育支援協会の目標
ONPO教 育支援協会東海 概 要
○ トワイライトスクールの運営
○トワイライトスタール運営上の最重要課題
○ トワイライ トスクールの新規提案

一般社団法人
地域社会活性化推
進協議会

名古屋市 トワイライ トスクール運営に当たって

○一般社団法人地域社会活性化推進協議会 (CEC)と は
・設立の目的 :メンバー構成 ・具体的な取組み

○応募の動機―子どもたちに明るい未来を一

〇運営の基本的な考え方―地域の皆さまの 「大きな力」を支えに一

〇運営の特徴 「メリット」一地域資源の活用と活性化を目指して下
○今後のビジヨン

ー日本です番元気のいい子どもたちがいるまち、ナゴヤ土

○ トワイライ トスクール運営に対する思い

○さいごに
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○特定非営利活動法人介護サービスさくらの概要
。さくらの設立目的と理念
・さくらの事業概要
。その他

○ トワイライ トスクールヘの応募
特定非営利活動法人 | ・ トワイライトスクールになぜ応募したか?

介護サービスさくら1 ・ トワイライ トスクールの理念
・運営スタッフについて
・活動・取組について
運営において重要なこと (5つ )

。運営において重要なこと (遊ぶ・学ぶ ・体験・交流)
。年間行事

特定非営利活動法人
子育て支援のNPO
まめっこ

子 ども達と地域社会をつなぐトワイライ トスクール
○まめっこの紹介 「親も子も主人公」を合い言葉として
○ライフステーションの紹介

多世代の交流で生き生きした地域を創 ります
00,1,2,3才 とおとなの広場 [遊モア]
○地域で子育て 1多世代交流
○遊モアとライフステーションの経験を生かす
○課題として

注 :応募順で掲載
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39 経 営アドバイザーの主な意見と経緯

区 分 事   項 経営アドバイザーの主な意見

平成 21年

1 0 月2 8 日

アドバイザーと

の会議

○ トワイライ トスクールの運営主体の公募につ

いて

。(公募の検討案の説明に対して)「地域部会」の

意見は参考程度にすべきである。

平成r22年

1月 14日
来庁

○応募について

,応募期間が少し短い。

平成 22年

1 月2 0 日

文書受領

(市長あて)

別紙 1

○現状

。「地域部会」への説明が十分でない。

○課題

・公平な審査がなされているとは考えにくい。

・市の方針が 「審査委員」に伝わつているのか疑

問である。

○対策

・案 1 市 長がマスコミヘの発信を直接行う

審査方法の変更の指示

・案 2 公 募のやり直し

平成 22年

1 月2 6 日

文書受領

(市長あて)

房JttR 2

○公募における課題について

工公募期間が短いち

・「地域部会」への説明が十分でない。

①審査においてア ドバイズしたこと

。「地域部会」の判断は参考意見として取 り扱 う。

平成 22年

2月 4日
来庁

○審査について

`「審査委員」の審査能力に問題がある。

・プレゼンテーションにおける質問時間が長い。

平成 22年

2 月4 日

文書受領

(市長あて)

別紙 3

○公募について調査のお願い

。プレゼンテーションにおける問題

・審査前の問題
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区 分 事   項 経営ア ドバイザーの主な意見

平成 22年

2月 16日

文書受領

(市長室、総務

局、子ども青少

年局あて)

房Jヤ紙4

02月 4日来庁の際の質問に対する報告について

・報告がない。文書による報告のお願い

。報告にコメントを付けて市長に意見を申す。

平成 22年

2月 18日

文書受領

(市長室、子ど

も青 少 年 局 あ

て) 別 紙 5

02月 17日付担当課発信文書を受けての再度

の回容のお願い

。プレゼンテーションにおける問題

・審査においてアドバイスしたこと

平成 22年

2月 19日
来庁

○選定委員会における候補者選定結果について

。公募したことは評価すべきである。

平成 22年

2 月 2 5 日

文書受領

(市長室、子 ど

も 青 少 年 局 あ

て)  別 紙 6

02月 18日付文書に対する回容の日程調整に

ついて

。各審査委員の採点表、各団体の申請書、審査の

議事録の準備を要望

平成 22年

3 月3 日
来庁

○選定委員会における候補者選定結果について

。(2月 18日付け文書に対する口頭回答に対して)

「地域部会」については参考程度でと一貫して

言ってきた。

・プレゼンテーションの質疑応答時間をタイムキ

ープするのは大切だ。
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2 0 1 0年 1月 2 0日

河村市長さま

経営アドパイザ~

藤岡喜美子

トヮィラィトスクールについて

●現状

・審査の過程において、地域軒会を設置し、地域の意見を接考として審査を行うことにな

っている。

・地域部会の委員には、申話があつてから、急に地域FS会委員としての役割 と招集?連 絡

があり、市のねらい、その意義、審芸のia程が理解できないと思われる。

・地域部会の参考意見を求めるので、額数申語があつた場合はプレゼンに立ち会うことに

なつていたはずだが、予想に零し額数申請されている学区が多く、応募考のプレゼンには

希望者が立ち会うこととなっ下いる。地域部会の委員ほ急本体項をう1チているために、日

程の都合がつかない、どのような役害Jであるのかという理解ができていないと思われ、参

加者が少なく、応募者は書類審査だけで判断されることになる。

・運営指導者 (財団職員)力=トフイライ トを財団以外が採択をうけたら自分たち置、解雇

されるとか、安心な運営がなされるかどうかは疑閥であるとの 「うわさJ力t流
さ
れてャ

る`

様子である。

●題

・公平な審査がなされているとは考ぇにくい。

・デキレースの可能性がある。

・公葬にだしている市の方針が箸査委員に伝わつているのか震問である。      ″

・外部団体への事業委託件数を維持するために、NPO法 人など数件に委託をだし、その各

4年 間財団に確実に仕事をだすための戦隠であると想測される可能性がある。

●対策

案ユ

1.前 村市長がキスコミヘの発信を直挙おこなう

loOを 超える申請があつた。財団以外Ⅲ
lギめて50ぐ らいは財団以外の組織が客択され

ると競争と選択において公共サービスの質の向上と量の拡充が田れる。

子想外の申誇件数であつたので、審査期間、審査方法を変更する。
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2.審 査方法の変更の指示

予想外に応募作数が多かったことを理由に審査期間方法を変更される

案 2

公募のやりなおし

半年、もしくは1年 のぼすす財団はあと半年、もしくは1年騰意契約で事業を実施し
、その後地域にも十分説明して公碁し審査を行う。

トワイライ トスクール審査についての指示害 (案ェの場合)

トワイライ トスクールを公寡 したところ●00の 申誇がぁった。その企画書は、本事業の
ねらいを十分に理解 し、子どもの健全育成にBgし、alJttI夫が認められるものであると意
欲ある事業体が、企画段階において五いすこ競争し、実施、その成果を切経琢磨して競争す
るキとでよりよいサービスが創出されると思われる。そのためにも公平な審査がなされる
ように特に留意すべきでぁる。

下記のように審査獅間と審査方法を変更する。
1.  申 請者による地域部会へのプレゼンの機会を投ける。地域蔀会の意見を求めるの

下あらば、地域部会の委員が申請者のブレゼンを聞く機会を設ける必要がある。その
■めに孝査期間は延長する。

2.  市 から学区あ住民に対し、公募する意義ゃ意味を説明する。
3_、 審 査委昂はトヮィライ トスクータレ公募の意義と意味を理解Tき る審査委員を任命 :

する。市からもその本旨を十分に伝える。
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河村市長へ

2 0 1 0年 1月 26日

経営アドバイザー 藤 岡喜美子

トヮイライ トスク
~ル について

昨 日審査がありました。 100以 上複数学区にて公募がある状況で、数か所のみ財団以外

の組織が採択という結果であるならば、審査の公平性を調査する必要がでてきます。

審査の結果、審査は公平に行われたか、市が明穫に説明できるかどうか確認すべきですo

50ぐ らい財団以外が採択 されないと、実施主体の創意工夫による成果において比較がで

きません。

1.  公 寡における課題

・公募期間が短い

・複数応募があつた場合学区単位の中域部会に参考意見を求めることになつている。

事前に公寡の趣旨、部会の役割について、すべての学区に市が説明にいつているが一

部のメンバーに対 してであ り、部会委員iこは直接説明をしていない。よくわからない

ままに意見を求め られその不満がある。

・地域部会の委員は事前に応募者プレゼ ンを聞いていない。簡単な太―バーだけで判

断を求められていると これ までの財団が有利な状況になつている。

・情報がない状態で、部会委員に本理や り参考意見を求めている。

<未確認情報、根拠を調査中>
・運 営指導 者、校 長な ど、 財 団が 採択 され な い場合、混 乱 を招 くことを地域 に吹 聴 し

て い る。

・地 域 部会 の会議 が始 まる 前 に運 営 指章 者 ホ話 を し、判 断 を左右す る情 報 をだ して い

る可 能性が ある。

<担 当課 の課題 >

複数の応募は少ないと見込み公募をした

経営アドバイザーとしては、複数応募があつた場合に問題があること、地域部会に対

する事前説明、地域部会委員が判断するための情報提供は難しいとの指摘を事前にし

ている。

2, 審 査においてアドバイズしたこと

・地域部会の判断は、委員の事前情報の不足、公募の意味などを委員が理解 している

可能性がなく、あくまで参考意見 として取 り扱う。(かぎりなく参考意見)

・公募をした市の方針を審査委員に明確に伝える

。審査基準においではこれまで財団に対し随意契約であつたので実績を重視しない。
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・地域部会から、重大な要因が指摘された り、審査委員の中で結論がわれた場合は高

審査も考える必要がある
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送信者 :  ″ 藤岡 喜美子
″く何■B④sf21npogrjp〉

宛先 :   ― tOcたy'nagoya,lg」p〉
送信日時 : 2010年 2月4日 9:06

添付 :     1 0 0 2 0 4 _トワイライト課題 do c

件名 :    ト ワイライトについて

珂部さん

トワイライトについて

審査まで、及び審査において疑義があります

関係者にヒヤリングをしたものをまとめています
可村市長にお渡しください。

あまりにひどい現状です6

審査委員の再選考、再公募がよいと思います。

口 i  l

L■
¬

L■
市民フォーラム21・NPOセ ンター中期戦略2007☆ 3つの柱★ 「口」

1 公 共サービスを担い改革するNPOを 支援する

2市 民が主役となる新しい政府・行政像を創出する

3重 層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセ ンター

事務局長 藤岡 喜美子
TEL052-919-0200//FAX052-919-0220//E@sf2 1中 pp.gr↓Q
T462-0819                               ・

愛知県 名古屋市北区平安 1丁目9番22号

URLt http://www.sf21npo.grjp  httpノ/www`tasukarutorg
httpi//biog.canpan.info/shirninforam

http://blogゃcanpan infoんacevo/

■
J

◆

　

◆

　

◆

◆

　

◆

　

◆

L E
■

」
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2 0 1 0 年 2月 4日

トワイライ トスクールの公募について調査のお願い

経営ア ドバイザT 藤 岡喜美子

下記 トワイライ トスクール公募に関し疑義があるので調査されたい。下記事実であらば再

審査もしくは再公募の必要があると思われます。

また、これまで財団に対し随意契約であらば、過去の実績だけを聞うことは、デキレース

を意味することになる。

●ブレゼンにおける問題

審査委員の審査能力に問題があり、公平な審査が成立しているかどうか疑わしい。

①質問内容が審査と直接関係ない

氏 :日本 で一番 元気のいい子 どもたちがい るまち、ナ ゴヤ の タイ トル

を見て 「今までは日本で一番元気のない子どもたちがいるまちナゴヤだつたのか?私 はシ

ョックだ !」との発言があつた。

②過去の実績を繰 り返し質問

代表者が代表を務める会社が派遣業務をしているが運営責任者が派遣されるのではないか

これは今回の公募のルールを知らないと思います。(第二者へ委託や請け負わせることの禁

止)

④審査員以外の方から質問

審査委員ではない人からの質問をうけさせられている。

⑤プレゼンのルールが厳守されていない

プレゼン12分 、質問は10分 であるが40分 間質問をうけた。

●審査前の問題

・審査の過程において、地域部会を設置し、地域の意見を参考として審査を行 うことにな

っているが地域部会の委員には、申請があってから、急に地域部会委員 としての役害Jと招

集の連絡があり、市のねらい、その意義、審査の過程が理解できないと思われる。

,地域部会の参考意見を求めるので、複数申請があった場合はプレゼンに立ち会 うことに

なつていたはずだが、予想に反 し複数申請されている学区が多く、応募者のプレゼンには

希望者のみが立ち会うこととなっている。地域部会の委員は急な依頼をうけているために、

③代表者個人への質問
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日程の都合がつかない、どのような役割であるのかという理解ができていないと思われ、

参加者が少なく、応募者は書類審査だけで判断されることになる。

′・
|||ケ 」ヽ学校では地域部会前に運営責任者がいたようだが臨時の区政協力委員会にして

いると思われる。

|1区 でも同様の報告を受けた小学校があると思われる。

・1月初旬 ■ 小学校 (■■区) 運 営指導者 ■ ■氏に英語の講師から電話 した時の会

話 「既に移管する学校 2～ 3校 決定 しています。他は変わらなくて心配されなくて大文夫      i

です」/

その他財団とは関係ないですが某議員の発言

1月 19日 (火)

某団体賀詞交換会において

。結果はもう決まつている。今回の公募ではどこにも落ちない。

・最初から決まっている、(落ちないことが)の に応募者は気の毒だ。
・4月 から民間委託は開夕台する。 しか し、もうそれはどこか決まっている。
・学区への根回しなしにこの案件は落札できない。

。決定権は他でもない、学区の PTAに ある。

・どこの誰だがわからないような団体に地域が 1電Sを 言 うわけないだろう。
・落札 したかつたら第 1人者である私に言わないと無理です。

。この制度 (トワイライ ト)を 作つたのは誰あろう、私です。
・営利目的の団体には絶対に落札 させない。

・塾を運営 しているものが応募 しているが、絶対にやらせない。 (これぃ■■区でのシンポ

ジウムで)
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窮雰
:塘

婚話告漏 整邸曖_@詢 m叫ぉnago的成御部され″く中 j帥ゆガづ″
Toshihiro Uminb″― @city‐nagoyaHgjp〉

送信 日時 : 2010年 2月16日&51

件名 1     トワイライト

行政経営室立松さま
こども青少年局海野さま
阿者いさま                           ″

トワイライトについて、担当課に審査について調査の依頼をしてありますが、そ

の後なんの報告もありません。
報告を文書にてくださるようにお願いいたします。
最終市長に報告されると思いますが、その前に連絡をいただくことになつている

と思います。            ｀

そこにコメントを付して市長に意見を申し上tずておきます。

以上よろしくお願いいたします。                       、

1  ! i  l

L ■
¬

L■

◆

市民フォーラム21・NPOセ ンター中期戦略2007☆ 3つの柱☆ 十日」

1 公 共サービスを担い改革するNPOを 支援する

2市 民が主役となる新しい政府・行政像を創出する

由ギ

3重 層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する
◆

　

◆

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセ ンター

事務局長 藤岡 暮美子
TEと052-919-0200//FAX052-919-0220/ロ ヨ臣里車psf21 npo.grjp

T462-0819

愛知県 名古屋市北区平安1丁目9番22号

URLi http://www.sf21npO、gFjp  httpプ/www.tasukaru.org
http://biog.canpa■.info/shirninforam

http://biog.canpaバ.infOんaCevO/

■
JL■
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6 0上



方iiれ宝

送信者 :  ″ 藤岡 喜美子
″
-5f2inpogrjRを

gOya lgjp〉t″阿部さん
″
く電■■BOoitynagOyあlgjp〉宛先 :   ″ TOShihiro Umino″― @cRy

送信 日時 : 2010年 2月18日 9,49

添代卜:     1 0 0 2 1 8 _トワイライトdoc

裕=名 :     R e iトワイライト

●海野さま

トワイライトにつきまして、担当課よリファックスをいただきました。

さらに添付のことにつきましてご回答願います。

必要でしたら、明日の午後1時から訪問すること可能です。本日は東京に出張し

ておりますので、市民フォーラムの事務所のいご連絡いただくか、携帯へお電話

ください。    ′
10時半から12まで会議
1時半から3時半まで来客対応
携帯への電話はそれ以外でお願いします

0阿 部さま

市長にお渡しください。

)特 定非営利活動法人

〉市民フォーラム21'NPOセ ンター

〉
〉事務局長 藤岡喜美子 様

〉
〉
〉お世話になります。
〉返信が遅くなりまして申し訳ありません。
〉

〉トワイライトの審査に関する報告につきましては、

〉早速文書で取りまとめたうえ、子ども事業調整室から

〉取り急ぎファックスをいたしますので、

〉よろしくお願いします。
〉

〉**ネ*十*ネ*ネネ****ネ**ネ****ネ********************ネ *ネ

〉  名 古屋市 子ども青少年局

〉   総 務課長 海 野 稔 博
〉

電 話 ( 0 5 2 ) 9 7 2 - 3 1 9 1

E一Tail i      °City.nagoya、lgjp
************求 ******ネ *十****十 *辛*ネ**ホ*********ネ **

――十一
十Original Message―

―一一―

〉

〉

〉

〉

〉

すF『T蒼f野屋拝尋暑誘岳彗岩呂寮尼ユ雪営竪奨晏母デ々B占||1由D)s3mtlcityiagoyalgjp光'F可部さんル
… 9CityinagOya lgjp〉i″ToshihirO Umino″
〉       city口 agoya,lgjp〉
〉Sent:Tuesday,February 161 2010 8:51 AM

〉S u t t e c tトヮイライト

〉

〉

〉〉行政経営室立松さま

〉〉こども青少年局海野さま

〉〉阿部さま

〉〉
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〉〉トワイライトについて、担当課に審査について調査の依頼をしてありますが、そ

〉〉の後なんの報告もありません。
〉〉報告を文書にてくださるようにお願いいたします。
〉〉最終市長に報告されると思いますが、その前に連絡をいただくことになつている

〉〉と思います。
〉〉

〉〉そこにコメントを付して市長に意見を申し上げておきます。
〉〉

〉〉以上よろしくお願いいたします。

〉〉

〉〉

〉〉

〉〉

〉〉 「司 1  1

〉〉 L口
¬

〉〉 L■

市民フォーラム21・NPOセ ンター中期戦略2007☆ 3つの柱★ 「日」

□
」

＼
／

ヽ
ノ

≫ヽ
レ
ゝ
′

＼
／

ヽ
′

≫ヽ
″

ゝ
″

〉〉  1 公 共サービスを担い改革するNPOを 支援する     ブ

〉〉  ◆

2市 民が主役となる新 しい政府 ・行政像を創出する

▼

3重 層的で社会!的存在感のあるサードセクターを構築する

〉〉

〉〉  特 定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセ ンター

〉〉  事 務局長 藤岡 喜美子

〉〉   TEL052-919-0200/FAX052T919-0220/1■ ■■B@Sf21npo.grjp

〉〉     〒 462-0819

〉〉  愛 知県 名古屋市北区平安1丁目9番2 2号

〉〉   URLi http://www,sf21 npo.gr」p  http://www.tasukaru.org

〉〉          http://blogゃcanpan,info/shirrlinfora高

〉〉          http://biog,canpan.info/匂aceVo/

〉〉

〉〉 L■

〉〉

◆

　

◆

配 J

1  1
i  l

L面
.

LE
市民フォーラム21・NPOセ ンター中期戦略2067☆ 3つの柱☆「田」

1 公 共サービスを担い改革するNPOを 支援する

回
」

◆

　

◆

　

◆

◆

◆

2市 民が主役となる新しい政府B行政像を創出する

3重 層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセ ンター

事務局長 藤岡 喜美子

TEL052-919-0200/FAX052・ 919-0220/口 ■■ @Sf21npo.grjp

T462-0819

愛知県 名古屋市北区平安1丁目9番22号

URLi http://www.sf21npo gr」p  http://www.tasukaru org
httpi//blogocanpan.info/shiminforam

iェ httpi//biog_canpan infoんaCevO/

J
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2010年 2り弓 18 日

こども事業調整室さま

藤岡喜美子

下記 2月 4日 の担当課へのとヤ リングに対する国答を2月 17日 ご慰 にて受け取りました。

下記のこと、質問への回答が不足 していますので、再度返答願います。【質問】と太字で聞

いている部分にひとつひとつ回答 してください。

名ぎ屋市として、審査基準に基づき、公平な審査がなされたどうかを明確に説明できる

ことが肝要です。そのためのものであることご理解ください。 もしも、何か不都合があっ

た場合はそのことは認めて次の対策をたてていくべきであると思つています。ことは 20億

の事業です。これまで随意契約のものを公募 していますので、担当課のお骨折 りは理解を

したうえの質問です。

また今回のことを振 り返 り、今後このような混乱がないように課題を洗い出し、今後の

対策をたてていくことも必要です。公募や審査における課題の洗い出しをおこなってくだ

さい。事前の私からのペーパーなども参考にしてください。このような事態を予測 してア

ドバイスしています。

名古屋市の経営ア ドバイザーとしては今後外郭団体の事業を公募するときの基本ルール

をっくつていく必要があると思っています。

<枠 内は 2月 4日 の質問内容 >

●プレゼンにおける問題 (プレゼン者からの主訴)

審査委員の審査能力に問題があり、公平な審査が成立しているかどうか疑わ しい。

①質問内容が審査と直接関係ない

:日 本で一
番元気のいい子 どもたちがいるまち、ナ ゴヤのタイ トル

を見て 「今までは 日本で一番元気のない子 どもたちがいるまちナ ゴヤだつたのか ?私 はシ

ョックだ !」 との発言があつた。

②過去の実績を繰り返し質問

代表者が代表を務める会社が派遣業務を しているが運営責任者が派遣 されるのではないか

これは今回の公募のルール を知 らない と思います。 (第二者へ委託や請け負わせ ることの禁

止)

④審査員以外の方から質問

審査委員ではない人からの質問をうけさせられている。

③代表者個人への質問
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上記についての回答は

「質問内容は、提案内容をよく検討するためのものであり、市長に確認をしている」

とのことです。

以下順次さらに質問します。下記の質問に答えるかたちで返答願います。

【質問】

1。 今回、組織としての実績は問わないということで審査基準の項 目にないのではないで

しょうか。なぜ組織の実績を繰 り返 し問う必要があるので しょうか。

2.審 査委員以外からの質問があつたとされています。地域部会からの質問はないと、私

との事前協議で確認されていま したがそのことはどうでしょうか。。

3.審 査はビデオカメラをとつていたと聞いています。 ビデオカメラで撮影 していたのか

その内容は確認を申し出ましたが、確認をされたので しょうか。

⑤プレゼンのルールが厳守されていない

プレゼン 12分 、質問は 10分 であるが40分 間質問をうけた。

回答

事前に時間が前後する旨の文書があるとい う回答であつた。

【質問】

1.プ レゼンテーションの1時間が前後 し、おまたせすることがあるとの案内は事前にあり

ました。 ヒヤリングは 10分程度となっています。このふたつから、当日40分 問の質Wを

プレゼン者が審査委員や地域部会から受けたことについての説明を求めています。時間の

前後ではなく、 10分 程度が40分 にのびたことについてそれが公平な審査であつたかど

うかを聞いています。

1. 審 査においてア ドバイスしたこと

,地域部会の判断は、委員の事前情報の不足、公募の意味などを委員が理解 している

可能性が低く、あくまで参考意見として取 り扱 う。(かぎりなく参考意見)

・公募をした市の方針を審査委員に明確に伝える

・審査基準においてはこれまで財団に対 し随意契約であったので実績を重視 しない。

・地域部会から、重大な要因が指摘されたり、審査委員の中で結論がわれた場合は再

審査も考える必要がある         ・
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【質FFq】

1.上 記事前アドバイスに対し、担当課としては、どのような見解で審査をおこなつたか。

最後に

【質問】

1.各 審査項目に対しどのような採点で、どのような結果であつたか教えてください

2.審 査結果は、審査項日に対する採点も含め公開しますか

(指定管理者などでは公F7Hしているところが多くなつていると思います。)
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窮房
:揮 営議 継譜穐p晋ダ〈  。 citぃ岡加船″脚さん″くロロ@抗ぃ岡観ガ面ば

送信日時 : 2010年 2月25日 1452

添付 i     1 0 0 2 1 8 _トワイライト,doc

件名 :    R α トワイライト回答

柄澤 克彦さま (阿 部さま)

市長にお渡しした文書をお送りします

(阿部さん、市長にお渡ししてありますが、念のためにデータでもお送りしてお

きます)

児玉先生のブログです。
トワイライトについてヨメントしてみえます。

いltpi//biOg.liVedoorjp/cdi市/archives/51978774.html

質問の回答をお聞きする日程は3月3日でどうでしようか

また下記のものを準備してください

各審査委員の採点表
各団体の申請書
審査の議事録

口
l  t

L口
¬

L ■
市民フォーラム21・NPOセ ンター中期戦略2007☆ 3つ の柱☆ 「田J

1 公 共サニビスを担い改革するNPOを 支援する

2市 民が主役となる新しい政府・行政像を創出する

EJ

◆ ◆

3重 層的で社会的存在感のあるサードセクタ上を構築する
◆

　

◆

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセ ンタ十

事務局長 藤岡 喜美子

TEL052-919-0200/FAX052-919-0220/口 ||IBOSf21npo.grJp

■
‐462-0819          i

愛知県 名古屋市北区平安1丁目9番22号

URLi httpノ/www,sf21 npo.grjp  httpノ/www,tosukaru.org

いtt占//biogャcanpanoinf6/shiminforam

http://blog.canpanoinfoんacevO/

単日
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40 市 長と選定委員の面談

41 市 長からの指示

2 選 定結果前の新聞報道

『真の民間開放 疑間』   (平 成22年 2月 3日付 中 日新聞 朝刊)

区 分 容内

出席者 松本 一 彦 選 定委員 ほ か4名

/

意 見

(市長)
,藤岡アドバイザーや学区部会員からの情報で、選定に関して、

いろいろな声を聞いている旨を説明し、選定委員に対し事実

を確認
。今回の選定に競争性を導入した趣旨を説明
・面談の目的は、選定において公正を保持するためであり、特

定の団体をお願いする趣旨ではない旨を説明

(選定委員)
。選定委員としてどの応募団体に対しても公正 ・公平に審査し

ている。
・保護者などそれぞれの立場から、子どもにとつてどの団体が
'いいのかという視点で審査している。

・確認した学区部会では、意見の取りまとめにあたり公正に議

論されていた。

区 分 容内

2 月 5 日

選定に関して、いろいろな声が届いており、一方の言い分だけ

聞いていてはいけない。選定委員に直接事実を確認したいのでt

面談の場を設定すること。(子ども青少年局)

2 月 2 3 日

今回のトワイライ トスクール運営主体の選定において、競争性

が発揮されているか、事業者の新規参入を阻むことがなかった

か、調査すること。 偏J市長)

一一- 67 -一 一



43 総 務省の補助金の内容

区 分 容内

事 業  名
IiCT(情 報通信技術)ふ るさと元気事業

(情報通信技術地域人材育成 ・活用事業交付金)

』
日趣

地域に密着 したNPOを はじめ幅広い地域の人材を、 ICTを 利

活用 して諸課題解決を図る 「地域 ICT人 材」として育成 し、 これ

ら 「地域 ICT人 材」力ゞ主体 となって、 ICTを 導入 して地域の公

共サービスの充実を図る取組みを総合的に支援

事 業 内 容

民間団体等が、医療、介護、福祉など公共分野において、地域 に

密着 したNPO等 を ICT人 材として育成 ・活用 しなが ら、 ICT

を導入 ・利活用することによ り、地域雇用のall出・拡大とともに、

地域の公共サービスの充実を図る取組みを総合的に支援するもの

交 付  先

市町村

特定非営利活動法人 (NPO法 人)

※特定非営利活動促進法第 10条に基づく認証を受け、かつ、

地方公共団体から本事業実施の推薦を受けることが要件

な ど

交 付  額

( 上 限 )

3 億 円 2以 上の地方公共団体を含む連携主体が実施する場合

1億円
単独の民間団体等が実施する場合

2以上の地方公共団体を含まない連携主体の場合
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